
 

 

令和４年第１回東浦町議会定例会議案等一覧表 

１ 議案等 

区       分 
件            数 

令和４年第１回 令和３年第１回 

１ 条       例 ７ ４ 

（１）制      定 ０ ０ 

（２）全 部 改 正 ０ ０ 

（３）一 部 改 正 ７ ４ 

（４）廃      止 ０ ０ 

２ 予       算 ８ 11 

（１）一 般 会 計 ２ ２ 

（２）特 別 会 計 ４ ６ 

（３）企 業 会 計 ２ ３ 

３ そ の 他 の 議 案 等 １ ４ 

計 16 19 

 

２ 専決処分 

区       分 
件            数 

令和４年第１回 令和３年第１回 

１ 承       認 ０ ０ 

（１）条      例 ０ ０ 

（２）予 算 ０ ０ 

２ 報       告 ０ ０ 

計 ０ ０ 
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令和４年第１回東浦町議会定例会議案等概要 

        （予算関係議案を除く。） 

第１ 同  意 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について（同意第１号） 

   次の者を令和４年５月 16日から固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地

方税法第 423条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

   石
いし

 原
はら

 弘
ひろ

 幸
たか

 （再任） 

    東浦町大字石浜 昭和21年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 議  案：条例（一部改正） 

１ 東浦町職員定数条例の一部改正について（議案第２号） 

  職員の定数を改める。 

  施行日：令和４年４月１日 

 

  町長の事務部局の職員の定数 363人 → 370人 

  教育委員会の事務部局の職員並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の

教育機関の職員の定数      37人 →  30人 
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２ 東浦町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について（議案第３号） 

  非常勤職員の育児休業等の取得要件を緩和する。 

  施行日：令和４年４月１日 

   

  非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件のうち「引き続き在職した期間が１

年以上」の要件を廃止する。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 東浦町個人情報保護条例の一部改正について（議案第４号） 

   個人情報の保護に関する法律の一部改正（公布：令和３年５月19日、施行：令和４

年４月１日）等に伴い、所要の規定を整理する。 

   施行日：令和４年４月１日 
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４ 東浦町国民健康保険税条例の一部改正について（議案第５号） 

   国民健康保険税の課税額を改める等 

   施行日：令和４年４月１日 

 

（１）課税額の変更 

区分 改正前 改正後 改正前後の差 

基礎課税額 

所得割額 5.43％ 6.01% 0.58％ 

均等割額 27,600円 29,700円 2,100円 

平等割額 26,600円 23,900円 △2,700円 

後期高齢者支援金

等課税額 

所得割額 2.1％ 2.12% 0.02％ 

均等割額 5,800円 8,300円 2,500円 

平等割額 8,800円 7,900円 △900円 

介護納付金課税額 

所得割額 1.37％ 1.68% 0.31％ 

均等割額 8,600円 10,100円 1,500円 

平等割額 6,000円 6,000円 ０円 

 

 

 

 （２）未就学児に係る均等割額について、５割減額することとし、その課税額を未就学

児１人につき次のとおりとする。 

区分 
７割軽減 

対象世帯 

５割軽減 

対象世帯 

２割軽減 

対象世帯 

軽減対象 

以外の世帯 

基礎課税額 4,455円 7,425円 11,880円 14,850円 

後期高齢者支援金等課税額 1,245円 2,075円 3,320円 4,150円 
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 ５ 東浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び東浦町消

防団条例の一部改正について（議案第６号） 

   消防団団員の年額報酬の額を引き上げる等 

   施行日：令和４年４月１日 

 

（１）消防団団員の年額報酬の額を引き上げる。 

（現 行）31,500円 

（改正後）36,500円 

 

 （２）水火災その他の災害（以下「災害」という。）に係る出動及び災害以外に係る出動

に対する支払いについて、報償金から日額報酬とする。 

   ア 災害に係る出動 

（現 行）１回につき3,000円 

（改正後）１日につき8,000円（４時間以内の場合は4,000円） 

   イ 災害以外に係る出動 

     （現 行）１回につき2,000円 

     （改正後）１日につき4,000円（４時間以内の場合は2,000円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６ 東浦町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について（議案第７号） 

   消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正（公布：令和２年６

月５日 施行：令和４年４月１日）に伴い、所要の規定を整理する。 

施行日：令和４年４月１日 
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 ７ 東浦町行政財産の特別使用に係る使用料条例等の一部改正について（議案第８号） 

   愛知県道路占用料条例の改正に準じて、道路占用料等の額を改める。 

   施行日：令和４年４月１日 

 

改正する条例 

（１）東浦町行政財産の特別使用に係る使用料条例 

（２）東浦町都市公園条例 

（３）東浦町道路占用料条例 

（４）東浦町公共用物管理条例 

 

 


